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                                      様式第２号

              会 議 録                                  

 

 

会 議 の 名 称 豊中市都市景観・屋外広告物審議会（第2回） 

開 催 日 時 令和6年(2024年)2月8日(木)午後2時00分～午後4時00分 

開 催 場 所 WEB会議 公 開 の 可 否 可 

事 務 局 都市計画推進部 都市計画課 傍 聴 者 数      0    人 

公 開 し な か っ 

た 理 由 

 

 

 

出 

  

 

 

席 

 

 

 

者 

委 員 
加藤(晃)会長、伊丹委員、岡委員、加我委員、佐野委員、田中委員、林委員、 

石川委員、大路委員、加藤(精)委員、材寄委員、石那田委員、元永委員  

事 務 局 
上野山都市計画推進部長、山本都市計画課長、津川主幹、静木課長補佐、 

武内係長、篤本主事、辻主事、松浦係員 

そ の 他 

 

議     題
 

(1)諮問第１１号 豊中市都市景観形成マスタープランの変更について 

審 議 等 の 概 要 

（主な発言要旨） 
 別紙のとおり 
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事務局  ～開会あいさつ～  

 

会長  ～会議録署名委員の指名～  

 

事務局  それでは、本日の議題であります、諮問第１１号豊中市都市景観形成

マスタープランの変更について、景観形成係の武内がご説明させていた

だきます。  

まず、本計画の概要、構成を示します。豊中市都市景観形成マスター

プランとは、「豊中市都市景観条例」を根拠とした「基本計画」と、「景

観法」を根拠とした「景観計画」を統合するとともに、様々な法令等を

総合的に活用しながら、市民・事業者との協働の取組みにより、良好な

都市景観形成を進めるための計画で、景観に係わる施策を総合的、体系

的に取りまとめ、平成２６年度から運用しています。  

都市景観形成マスタープランは、計画編と推進編の２つに分冊化し、

取組みを進めています。  

「計画編」については、都市景観形成の総合的な方向性、及び法的な

規制基準を示しており、「推進編」については、都市景観形成に関して、

計画編で示した基本計画を進めるための推進方策や、推進プログラム等

を示しています。  

ここからは、現行計画についてご説明します。計画編では、心地よく

活気のある都市空間の創出、心に響く文化空間の創造、都市の顔づくり

・地域の顔づくりの３つの景観形成の基本目標を示し、基本方針として

「まもる  つくる そだてる  いかす」を掲げ、これを受けて景観形成

に向けた基本的な考え方について、自主的、自発的に取り組む都市景観

の形成、相互協力のもと取り組む都市景観の形成、総合的な都市景観の

形成の３つを掲げています。  

つづいて、推進編の概要を示します。推進編では、計画編で掲げた３

つの基本的な考え方を受け、市民、事業者の意識を景観に向ける、景観

形成に取り組む人材を育成する、地域の景観まちづくりを推進する、の

３つの推進施策の方向を示しています。  

推進施策の方向をうけて、推進施策として（１）景観まちづくりの共

有、（２）景観スタイリストの支援、（３）重点的な地区の景観形成の推

進及び普遍的な取り組みの４つの具体的な施策を示しています。  

ここから、今回諮問させていただく都市景観形成マスタープランの計

画編、推進編の原案についてご説明します。  

まず、計画編については、基本的・普遍的事項を中心とした計画であ

り、景観形成の長期的視点に立った計画として運用するものとしてお

り、この１０年間の景観形成の推進に影響が考えられる社会環境や国の
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方針、市の取り組みと、景観まちづくりの状況を勘案する必要があると

考え、確認を行いました。  

その結果、「計画編」については、先ほどご説明しました基本目標、基

本方針、基本的な考え方は、今後も一層進めていくことが重要であるた

め継続とし、関連施策との整合などの時点修正を行いました。  

次に推進編については、計画編で示された目標に向けて、推進方策や

推進プログラム等を定めているもので、その目標年次を１０年としてお

り、課題や状況に応じ柔軟に見直しを行うものとしております。  

よって、変更にあたっての基本的な考え方として、今後も一層の推進

に取り組むことを基本とし、現行計画の課題をふまえ、次期計画を「第

２期推進編」としてとりまとめ、社会環境の変化への柔軟な対応を見据

え、さらなる都市景観形成の推進に向けた具体的な推進プログラムや達

成目標などを設定することとしました。  

さらに、この１０年間の社会状況の変化として大きな事項である、デ

ジタル化・SDGSの達成に関する視点をもって取り組みを進めることとし

ております。  

また、第２期推進編の目標年次は、令和６年度から令和１５年度まで

の１０年間としております。  

第１期推進編からの主な変更点は２点あり、１点目として推進施策の

見直しです。計画編に定めた施策の一層の推進に向けて、これまでの取

り組みに新たな視点を加え、景観まちづくりへの意識向上、景観スタイ

リストの活躍推進、重点的な地区の景観形成の推進を推進施策として設

定しています。  

次に、各推進施策の内容をご説明します。  

まず、『景観まちづくりへの意識向上』については、市民、事業者等が

身近に“いいね”と感じる景観スポットの収集、収集した景観スポット

の発信、意識を向上する表彰制度、受賞作品の収集・発信の事業を改善

しながら定期的に繰り返し実施し、市民の皆さんに、現在の豊中市の魅

力を知ってもらうことから、変化している景観があることに気づいても

らい、うつろう景観に意識を向けてもらったり、景観を「まもる・つく

る・そだてる・いかす」意識の醸成や、景観まちづくりへの意欲の維持

・発展につなげたいと考えています。  

次に『景観スタイリストの活躍推進』については、これまで、小学

生、中学生、一般の方のそれぞれ個別にアプローチしていた取り組み

を、景観プログラム“ホップ”  “ステップ”  “ジャンプ”として、ス

テップアッププログラムにリニューアルします。  

このリニューアルは、景観に関する意識の芽生えや気づきといった導

入部から、考えることから行動につながる発展部へと、プログラムを体

験したみなさんの好奇心や、問題意識を発展させるコンセプトを取り入
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れることで、景観に対する意識の持続や、景観まちづくりに取り組む人

の増加につなげたいと考えております。  

また、各プログラムの参加者に対しては、アンケート調査を実施し、

プログラムによる景観に対する理解度や、参加したことによる意識変化

の気づきなどをモニターし、実施しているプログラムの効果の検証を行

いながら、各プログラムを繰り返し改善実施していくように見直しを行

っております。  

今後は、プログラムを繰り返し改善する中で、プログラムでの取り組

み内容を、推進施策1つ目 ＜景観まちづくりへの意識向上＞で実施する

事業とリンクさせるなど、取り組みの横断化も意識的に検討しながら、

将来的に核となる人材が育つようプログラムを発展させていきたいと考

えております。  

次に『重点的な地区の景観形成の推進』についてはこれまで取り組ん

できた、新たな重点的な地区の指定に向けた取り組みは継続するととも

に、景観形成協定や、都市景観形成推進地区など、既にルールを持つ地

区に対して、聞き取りなどを実施し、ルール運用等の課題把握を行い、

必要な支援に取り組みます。  

また、この支援の取り組みを繰り返し実施することで、新たな重点的

な地区の指定や、既存ルールの維持、思いの継承につなげたいと考えて

おります。  

続いて、第１期からの主な変更点２点目は指標の充実です。  

まず、アウトプット指標として、重点的な取り組みの進捗状況を端的

に把握する指標を設定しています。景観まちづくりの意識向上について

は、景観イベントの参加人数について、実施年あたり１３０人を目標値

とします。  

また、イベント等によりみんなが見つけた景観スポット数について、

実施年あたり２００件を目標値とします。  

つづいて、景観スタイリストの活躍推進については、ステップアップ

プログラムの修了者数について、令和１５年度の目標値を延べ５００人

とします。  

最後に重点的な地区の景観形成の推進については、まず、既存の重点

的な地区における意識調査の実施地区数について、令和１５年度の目標

値を延べ９地区とします。  

くわえて、引き続き取り組む重点的な地区の指定について、令和１５

年度の目標値を延べ１０地区とします。  

つづきまして、アウトカム指標、市民目線から景観に関する意識の醸

成度合や景観スタイリストの活動への関心度等を把握する指標として、

豊中市市民意識調査の、豊中市の景観や風景・まちなみなどに愛着や、

誇りを感じる割合を現状７４．５％（令和３年度の数値）に対して、令
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和１５年度の目標値を８０％とします。  

また、今後取り組む景観に関する催しにおける参加者の意識調査につ

いては、景観スポットの関心度、景観まちづくりに関する関心度、豊中

市の景観が良くなったと感じる割合を図る指標を設定し、それぞれ８０

％を令和１５年度の目標値とします。  

また、評価のしくみ（ＰＤＣＡ）については、市が毎年度、事業を実

施していくなかで、その進捗と効果を検証しながら進め、本審議会にお

いて、本計画期間の４年目と７年目に評価をして頂きたいと考えており

ます。  

また、この７年目の評価の際には、３年後に迎える計画期間の終了を

見据え、社会状況などを踏まえ、目標の更新や計画の見直しの方向性に

ついて、ご意見を賜りたいと考えております。  

そして、１０年目の令和１５年度には、本審議会で計画の達成度合い

の評価をいただき、必要な改定を行いたいと考えております。  

続いて、都市景観形成マスタープランの変更にかかるこれまでの経過

をお示しします。  

令和５年１１月１０日に開催しました第１回都市景観・屋外広告物審

議会において、１０年間の取り組みの報告や素案に対するご意見をいた

だいた後に、令和５年１２月７日にいただいたご意見を踏まえた内容で

素案を確定し、令和５年１２月１３日から令和６年１月９日まで意見公

募を実施しました。  

その後、令和６年１月１６日に意見公募での意見対応や事務局による

修正等を行ったうえで案を確定させ、本日、第２回本審議会において豊

中市都市景観条例の第５条の規定に基づき、諮問し、答申をいただくも

のです。  

続いて、「第１回審議会以降の経過と修正概要」を示します。  

ここからはお手元の資料１及び資料２に沿ってご覧の内容でご説明さ

せていただきます。  

まず、第１回審議会でいただいたご意見の中から、４つの意見につい

て、修正対応を行いました。具体的な修正内容は資料２でご確認いただ

けます。  

１つ目として、「この１０年で百景や歴史的景観など、景観は随分変わ

っている。１０年間の変化の検証が必要」とのご意見をいただきまし

た。  

これについては、計画編第２章に、「１０年間の景観の移り変わり」と

して、大きなまちなみの変化や骨格景観と百景の変化、重点地区の変化

を追記しました。この１０年間を振り返ると、本市の多くの大切にした

い景観資源については、保全や整備の取り組みが進んでいます。まちな

みについては、社会環境の変化に伴って移り変わっており、失われてし
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まった景観もありますが、一方で新しく生み出された魅力ある景観もあ

ると考えています。  

このことをふまえ、今後は景観の移り変わりのなかにおいても良好な

都市景観形成を進めることをめざします。そのためには、これまで以上

に景観への意識を高め、誰もがその重要性を理解し、自ら良好な景観形

成に向けた取り組みに関わっていくことが大切であることから、これま

での景観形成の基本方針を継続しつつ、市民・事業者等との連携のも

と、良好な都市景観形成に向けた取り組みを一層進めます。  

次に、２つめとして、「景観スタイリストの育成プログラムの目的が伝

わるよう、わかりやすい説明が必要」とのご意見をいただきました。  

これについては、ステップアッププログラムを通じて、将来的に核と

なる人材が育っていくことをめざしていることをわかりやすくするため  

景観スタイリスト、ステップアッププログラムの図を整理しました。画

面にお示ししているのが議案書１２７ページの景観スタイリストと議案

書１２８ページのステップアッププログラムの図の変更です。  

次に、３つめとして、「行政間の連携体制の充実についての記載が必

要」とのご意見をいただきました。  

これについては、推進編第２章の「国・府・近隣自治体との連携」に

係る文章について、“府や近隣自治体との情報交流を積極的に行うなど連

携を強化し”と、連携の強化について追記しました。  

次に、４つめとして、アウトカム指標に「豊中市の景観が良くなった

と感じる割合」を追加すべきとのご意見をいただきました。  

これについては、アウトカム指標に「豊中市の景観が良くなったと感

じる割合」を追加し、目標を８０％に設定しました。  

続いて、第１回審議会におけるその他の主な意見から抜粋し、５点を

紹介させていただきます。  

１つめとして、「失われていく景観を守る積極的な施策が必要。景観資

源の周辺の景観も変化している。」とのご意見をいただきました。  

これについては、具体的な保全の取り組みは、本計画と連携しながら

個別分野計画等に基づき進め、景観分野では都市景観形成推進地区の指

定等を引き続き進めます。市民・事業者等と連携し、景観資源に対する

意識を高めるメニューを考えていきます。  

次に、２つめとして、「「まもる」「つくる」「そだてる」「いかす」の

中でも今後は、「そだてる」「いかす」が重要。」とのご意見をいただきま

した。  

これについては、推進編のプログラムの改善に反映させるなど、社会

環境の変化や市民等のニーズに柔軟に対応しながら、今後も良好な都市

景観の形成に取り組んでいきます。  

次に、３つめと４つめはステップアッププログラムに関するご意見と
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して、「専門的な知識や景観に対する強い思いを持つ人、積極的に引っ張

っていく人が必要」「ステップアッププログラムについては、活動に誘導

していくようなものとし、また、参加者が限定的にならないようにする

こと。また、参加意欲を高める仕組みが必要」とのご意見をいただきま

した。  

これについては、ステップアッププログラムの具体的な内容について

は、将来的に核となる人材が育つよう、アンケート結果等を踏まえて、

毎年度効果的なものとなるよう改善しながら実施していきます。  

最後に、５つめとして、「重点地区の効果検証・評価を行い、それにつ

いて広く発信していくことが効果的」とのご意見をいただきました。  

これについては、既存地区への意識調査を実施し、効果検証を行い、

内容を市民に発信していきます。  

次に、その他の第１回審議会以降の事務局による追記・修正事項とし

て計画編の資料に改定経過や第１回当審議会での意見集、意見公募にお

ける意見集を追記しました。  

また、第１回審議会当日のパワーポイントで説明していたアウトプッ

ト指標の追記修正や、その他軽微な文言の修正などを行いました。  

次に、意見公募に対する意見と対応を示します。  

意見募集は、豊中市意見公募手続に関する条例第４条の規定に基づ

き、昨年の令和５年１２月１３日から今年の令和６年１月９日までの４

週間で実施しました。  

結果は、１件６項目についてご意見がありました。  

ここからは意見公募による意見の概要とその対応についてご説明させ

ていただきます。  

まず１点目として「島熊山公園」は、「豊中市みどりの基本計画」など

からすると、「島熊山緑地」という表記の方が適切ではないか。とのご意

見をいただきました。  

対応としましては該当ページについて、「島熊山公園」を「島熊山緑

地」に修正する。としています。具体的には議案書の２８ページや２９

ページなどで記載の当該文言を修正しております。  

続いて２点目として、拠点景観図に、「大阪国際空港周辺緑地」に含ま

れる「ふれあい緑地」や「原田緑地」の記載がないため、入れておくべ

きではないか。とのご意見をいただきました。  

回答として、現行の「計画編」においては、「ふれあい緑地」は『地区

景観』に位置付けています。本計画では、この考え方に沿って「ふれあ

い緑地」と「原田緑地」を包含して「大阪国際空港周辺緑地」とし、現

行計画と同様に地区景観に位置付けている。としています。  

続いて３点目として、「大阪国際空港周辺緑地」と「猪名川親水地区」

は自然景観形成や貴重動物の生息空間として一体化して存在しているた
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め、それぞれのエリアが接している図とする方が望ましい。とのご意見

をいただきました。  

対応としましては景観面から見ると両エリアの間には大阪国際空港と

いう大きな拠点景観が存在しているため、エリアを分けて表記する。と

しています。  

続いて４点目として、地域別景観の北東部地域について、「大切にした

い景観」に島熊山緑地を含む、千里緑地の景観などが含まれていない。  

とのご意見をいただきました。  

対応としましては島熊山緑地や千里緑地は大切にしたい景観であり、

“千里丘陵のみどりゆたかなまち”という表現で包括的に記載していま

す。  

具体的には、骨格景観の拠点景観や軸景観において、島熊山緑地や千

里緑地を位置付けている。としています。  

続いての５点目は先ほどの４点目と類似したご意見ですが、地域別景

観の北東部地域について、「大切にしたい景観」に天神社は記載しないの

か。とのご意見をいただきました。  

対応としましては、上新田天神社は大切にしたい景観であり、“上新田

地区は古くからの集落景観と集合住宅が並ぶ新しいまちなみ”  という表

現で包括的に記載しています。  

具体的には、骨格景観の拠点景観において神社林として上新田天神社

を位置付けている。としています。  

続いて６点目として、南部地域の小中学校が、小中一貫校に再編され

るにあたり、学校跡地に対する景観的視点からの配慮や対策についての

記述が盛り込まれていないように思われるため、ぜひ考えを書き入れて

ほしい。とのご意見をいただきました。  

対応としましては、ご意見のあった学校跡地の活用については、計画

編に示す基本的な考え方に沿って、よりよい景観となるよう、関係部局

と連携して取り組む。としています。  

画面にお示ししております、議案書の５０ページや５２ページなどに

公共施設や建築物等に係る基本的な考え方を記載しております。  

最後に、今後のスケジュールです。  

今後の予定でございますが、本日妥当であるとの答申をいただけまし

たら、令和６年２月末に計画を確定、公表し、来年度、令和６年４月１

日より計画運用を開始する予定となっております。  

以上で、諮問第１１号豊中市都市景観形成マスタープランの変更につ

いての説明を終わります。  

 

会長  事務局のほうから幾つか説明をいただきました。  

今日の委員会の位置づけを明確にするために、今までの、今日示され
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た案、これが実は１月１６日に、この本日お手元にございますマスター

プラン案を当委員会に諮問されてございます。  

振り返ってみますと、第１回にいろいろこの場で議論していただいた

案、これは便宜的に素案というふうに呼んでおきたいと思います。事務

局の説明でもそういう言葉を使われましたが。ですから諮問される前の

案でございます。ということで、まず素案に対して幾つかの意見があっ

たということで、今日は資料１のほうで審議会のご意見ということで、

主なもの４点、それ以外を含めますと１０点ぐらい、資料１のほうにそ

れを記載しております。  

それから、その後、まだ諮問前ですけれども、素案に対してパブリッ

クコメントをして、５、６点ぐらいの意見が出てきたと。それを素案の

段階で、既に案に盛り込んでいただいたと。それを受けて、市長のほう

から案として当委員会に正式に諮問をいただいて、意見をいただいてい

ると、こういう段取りで、条例上は、今日からの手続が正式なマスター

プラン策定の手続きになっていくという、そういうことですよね。  

そこら辺のところを皆様にご理解いただいて、既に今まで各委員のご

意見は素案の段階で集約させていただいていると。案が今日示されてい

ると、こういうことでございます。非常に分かりにくいんですけれど

も、普通、当審議会は、諮問されてからその案について議論をするとい

う、そういうのが普通でございますけれども、今回は、一緒に素案を皆

様方で作っていただいたと、案を最終的に作っていただいたと、そうい

う意味合いなのかと思います。  

その上で、資料１のような内容がつくられてございますので、今日の

諮問を受けてから出た意見ではないという位置づけをさせていただきた

いと思います。  

ですから、これはどういうことになるのか、諮問を受ける前に委員が

勝手に言っていることは、どういうふうに位置づけたらいいのかとい

う、そこら辺の手続論が分かりませんけれども。事を円滑に進める上で

事前にいろいろ作業をしたと、こういうことで、今日のお仕事はこの案

に対してまた意見を言ってくれと、書いてありますので、屋上屋を重ね

ることになるのか分かりませんけれども、今まで言い忘れたようなこと

とか、改めてマスタープランのあるべき姿ということで意見を頂戴でき

れば、それはそれで十分よろしいことかと思っておりますので、ひとつ

よろしくお願いします。  

ということで、何か今までのことで、手続上のご質問が各委員のほう

からありましたら、まずそこのところで。  

 いいですね。そういう整理の仕方をさせていただきましたけれども。  

今回、このマスタープランの変更という依頼で、マスタープランその

ものじゃないんです。マスタープランの変更ということで、普通、変更



10 

 

は、原案に対して、原案といいますかもともとの本案に対して変更がこ

うだと。その変更についてご意見を聞くと。つまり、それ以外のところ

は聞かないということなんですよね。既に議論して、恐らくされている

ということなんで。変更点がどこかということで、冒頭、事務局のほう

から、これは何点でしたか、  

 

事務局  今回の主な変更としましては、計画編と推進編に分かれてございます

けれども、推進編のほうは、今回、第２期推進編ということで、新たに

全面リニューアルといいますか、策定しておりまして、計画編について

は、基本的には継続ということで、時点修正でありますとか、そのほか

これまでの振り返りというところを付け加えさせていただいておりま

す。 

 

会長  ということだそうですので、主に推進編についての変更が割と多い

と、メインになっていると。計画編のほうはあまり変更しておりません

というご説明でしたけれども。冒頭のパワポの資料を配っておいていた

だくとよかったんですけれども。本編と新しいマスタープランの案がど

っとあって、これだけではパワポの説明を皆さん理解するというのは無

理だという感じがしましたので、後でも結構ですから、配付していただ

けるとありがたいと思います。 

 ということで、各委員に正式なご意見、正式なご意見っておかしいで

すが、マスタープランの変更案に対しましてご意見を、あるいはご質問

を頂戴したいと思いますので、ご意見のある方、質問のある方は手を挙

げて順次発言していただければと思います。 

 さっきごちゃごちゃ言い過ぎて、敷居が高くなったかもしれません

が。すみません、どうぞ気軽に。 

いかがでございましょうか。委員、どうぞ。 

 

委員  変更点については、異論なく理解しました。納得しました。 

それ以外で言いたいところがあったんですが、これを言う場ではない

というご説明だったので、控えたほうがいいですか。  

 

会長  いやいや、マスタープランの変更というのは大きなかさでございます

ので、概念としては。具体的な説明がなかったところでもどうぞ。 

 

委員  すみません。じゃあ、ちょっと話がずれるかもしれないんですが、１

３７ページの達成目標を拝見していて、今さらながら感じたところがあ

ります。この重点的取組の２つ目の、景観スタイリストの活躍推進とい

うネーミングについて少し違和感がありました。なぜなら、まずアウト
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プットが数を増やすということだった。ちょっとその……。  

 

会長  何ページとおっしゃいましたか。  

 

委員  １３７ページの…。 

 

会長  １３７。すいません。どうぞお続けください。  

 

委員  達成目標の景観スタイリストの活躍推進というワードでくくっている

んだけれども、アウトプットの指標としては、数を増やしましょうとい

う話だなと。具体にどんなことをなさるのかと見ると、段階に応じてプ

ログラムを設けますというお話でした。なので、数を増やすことや、段

階を設けてプログラムを行うというのも、活躍の推進というのとは少し

つながりが薄いんじゃないかなと感じました。なので、活躍推進という

言葉がここに合うのかなと。以前の育成支援のほうが、やろうとしてい

ることには近いんじゃないかなというふうに感じました、という関係な

いところの意見ですけれども。 

 

会長  ありがとうございました。 

ここも素案の段階でいろいろ意見で修正されたところだったと思いま

すので、事務局のほうで、もし、より背景なり、その意味するところを

ご説明いただけたら分かりやすくなるんじゃないかなと思いますので、

どうぞ、いかがですか。  

 

事務局   今回、第２期推進編ということで、第１期推進編でやっていたことを

さらに一層進めていくというところを市としても示していきたいという

考えで、計画の見直しを行っておりまして、もともとのスタイリストの

育成ということはもちろん含めた上で、さらに一歩、活躍推進につなげ

ていきたいということで、施策のタイトルとしては活躍推進としており

ます。内容といたしましても、まずプログラムの修了者数を増やしてい

きながら、それをさらに発展したプログラムに進んでいただくことで、

活躍のほうにつなげていけたらなということで考えているものでござい

ますので、まず底辺、全数を増やしていきたいということで、アウトプ

ット指標のほうは修了者数を把握していくこととしています。また、そ

の効果をアウトプット指標のほうは修了者数という形で、把握していく

方法としましては、アウトカム指標のほうに、催しに参加していただい

た方への意識調査ということで、景観スポットの関心度であったり、ま

ちづくりに関する関心度というところの意識が変わってきたのかなとい

うところを把握させていただくことで、効果を測っていきたいなと考え
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ているところでございます。 

 

会長  いかがですか。 

 

委員  ありがとうございます。意識が高まったり、知識が深まったり、裾野

が広がったりということと、その人が具体に活躍するというのがちょっ

と乖離があるんじゃないかなと感じているんですが、その活躍というの

はどういうニュアンスなんでしょうか。 

 

事務局   議案書の１２８ページを画面共有させていただきます。 

 こちらですが、景観スタイリストのプログラムの図を示しているもの

なんですけれども。 

このホップ・ステップ・ジャンプを今回やっていく中で、この１０年

で収まるかどうかというところがあるんですけれども、将来的な目標と

しましては、一番下の水色の四角の中に書いておりますけれども、景観

に対する意識の持続、景観まちづくりに取り組む人を増やす、こちらが

活躍推進というゴールということで考えているものでございます。  

 

委員  意識、この下の四角がってことですよね。  

 

事務局  将来的にそこへつなげていきたいと考えているところでございます。  

 

委員  これを活躍という。 

 

事務局  そうでございます。 

 

委員  この四角に向けたステップであることは十分理解しましたし、それに

向けての、推進するためのステップだということも理解しました。あり

がとうございます。 

 

会長  よろしゅうございますか。 

 

委員  はい。 

 

会長  活躍推進ということで、いろいろなイベントを通して実際にやってこ

られた第１期をさらに充実する上では、端的に言えば、数を増やしたい

と、裾野を増やすと。そこからね。それも課題といいますか、新しいニ

ューマスタープランのセールスポイントになるんですかね。  
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委員  理念の普及みたいなワードのほうが合うかなと。活躍と言ってもいい

ですか。すいません、今さら。 

 

会長  人に焦点を当てて、活躍ということで取り上げておられるようなん

で。イベントとしてアクティビティーをまず据えて、それを充実させて

いくと同時に、数を増やしていくという、２つの両面作戦をうたってい

るつもりなんでしょう、これは。 

 １期のほうの実態の様子もあるわけですね。それを増やす、膨らます

という、そういう変更なんでしょうか。ご理解いただけたでしょうか、

委員。 

 どうぞ、ほかのご意見がございましたら。今のことでも結構ですが、

委員のご意見をいただきたいと思います。 

  

会長  では、私から、もう既に素案の段階で意見を言うたやないかと、言わ

れたら恐縮なんですが。再度、読み返してみまして、計画編のところ

に、デジタル社会への対応というようなことに応じて新たに変更したと

いう、精神が一応書かれてあるわけです。あるいはＳＤＧｓへの対応を

意識して変更する必要があると、そういった理念の記述があったのに対

して、じゃあ推進編でどういう点がその政策として、あるいは施策とし

てうたわれてきているのかという点からいくと、幾つかあるんですが見

えにくいんです。これがそうだというのが。 

 ＳＤＧｓにしたら１７ぐらいある中の、実際にはどれに当たるのかと

いうのがよく分からない。全部やる必要はないですから、景観政策で。

１７のうちの、例えば住民参加みたいなことも入っていますので、そう

いう点で、何か景観スタイリストを盛り上げてきたという、そういうこ

となんだろうと理解はするんですが、見えないんです。 

ですから、今後、これは展開されるに当たって、冒頭に書かれた、デ

ジタル社会への対応とかＳＤＧｓという、メインの社会情勢の変更に対

してうたっておられる政策を特に意識して充実されたいと。これが、こ

の変更の、変更ではありませんけれども、どうなっているんですかって

まずお聞きしながら、お答えを願います。 

 

事務局  ありがとうございます。今おっしゃっていただいたところが、推進編

に書かせていただいており、議案書で言いますと、１２２ページにあり

ます豊中市都市景観マスタープラン第２期推進編策定の基本的な考え方

というところに、デジタル社会への対応であったり、ＳＤＧｓの達成に

関する視点を持って取組を進めますということを書かせていただいてい

るところでございます。 

 まず、デジタル社会への対応ということにつきましては、啓発等にお
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きまして、ＳＮＳ等、新たなデジタルツールというところを活用しなが

ら取り組んでいくということであったり、あと普遍的な取組というとこ

ろで、景観の届出等を受付する際の電子申込みの活用であったり、今回

もそうですけれども、所掌会議等におきましてはウェブ会議等の導入と

いうところを今後も進めていくということで、後ろのほうに書かせてい

ただいているところでございます。 

 ＳＤＧｓとしましては、こちらのページに書いております１７のゴー

ルのうち、教育、あと持続可能な都市、陸上資源、実施手段のこの４つ

を関連施策としてこの計画では位置づけをさせていただいております。

少し広義に意味としては捉まえさせていただいた上で、関連の目標とい

う形で考えております。 

 教育としましては、先ほどから話題でございます景観スタイリストの

育成プログラム等が、教育というところで関連する取り組みとして今後

も力を入れていきたいと思っているところでございます。 

 持続可能な都市としましては、重点地区の指定等を進めながら、景観

形成の推進というところに今後も力を入れていくということで考えてお

ります。 

 陸上資源としましては、様々な緑化等、保全していくような制度等が

ございますので、そういうところを活用した景観資源の保全というとこ

ろで取り組んでいきたいと思っております。 

 あと、実施手段といたしましては、パートナーシップという観点か

ら、市民活動団体、専門家団体、事業者の皆さんと連携しながら進めて

いきたいというところで、計画の中でもよく出てくるんですけれども、

市民、事業者等との連携をしながら景観形成の取組みを今後も引き続き

取り組んでいきたいということで考えております。 

 

会長  ありがとうございました。ＳＤＧｓに関しては、４つの目標を採択し

ているということで、よく分かりました。 

 ただ、実際にそれに対応する施策が、今、言っていただいたことで、

つまり必要十分条件を満たしているかというと、そうではない。部分的

に分かりますけれども。ですから、ここに書かれている４つの下の説

明、これが精神を語っているわけですが、それに照らして十分な、今、

申し出いただいた施策になっているか。 

 例えば、持続可能な、１７番ですよね、開発可能な実施手段としてグ

ローバルパートナーシップを活性化すると。これは、今後のことでやれ

ばいいわけですけれども、グローバルパートナーシップって書いてなか

ったよね。何を言いたいかというと、今まで、そういう芽はあるんだけ

れども、この推進編の中に。その芽を展開するときに、ここの１７番で

したら４行、３行半ですか、これに照らして何が足りないのか。何をも
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っと埋め込まなきゃいけないのかというのは１０年の間、今後ぜひやっ

ていただきたい。でなければ、ＳＤＧｓの４つの項目をここに上げたと

いうのではちょっと説明が不十分であるという、そういう意見でござい

ます。 

あと、多分、これをどう扱うかは、後でまた議論したいと思いますけ

れども。ありがとうございました。 

 

委員  すみません。 

 

会長  委員、どうぞ。 

 

委員  すみません、またこれも今さらなんですけれども、今のこの目標と手

段の関係ではなくて、この目標自体も、「つくる責任つかう責任」は入

らないんでしょうか。景観を守っていくというのが大事なところなの

で。１２番。  

 

会長  そのＳＤＧｓの……。 

 

委員  目標として、今４つ掲げられているのを拝見していて、よく「つくる

責任つかう責任」というのもあると思うんですけれども、ここに入れら

れなかったのかなと思って。 

目標で１２番目にあるんです。それが景観を守っていくという方向と

近いのではないかと思っていて。ここに入ってないんだなというのが少

し意外な感じが…。 

 

事務局  おっしゃっていただいたとおり、「まもる  つくる  そだてる いか

す」というところで、今あるものを守っていくというようなところであ

るとか、新しくつくっていくというようなところも基本の方針としてお

りますので、今おっしゃっていただいた「つくる責任つかう責任」とい

うところも重なるところがあるのかなと、今思ったところでして。 

ちょっとこの目標について、狭めに解釈というか捉えておりまして、

ここに書くということには、現状していないですけれども、プログラム

を進めていく上では、こういった視点も取り入れながら進めていけたら

なというふうに思います。 

 

会長  いや、ご質問は、つくる、まもる、そだてるが、そのＳＤＧｓの目標

のどれかに当たるんじゃないかという。 

 

事務局  １２番の「つくる責任つかう責任」という目標ですよね。 
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委員  ありがとうございます。今回… 

 

会長  本編のところにあるので、それをここに入れたらどうかというご指摘

かな。 

 

委員 なぜ入れなかったのかなという質問です。 

 

事務局  なぜ入れなかったのかというご質問についても、正直にお答えを言っ

てしまって申し訳ないですけれども、ちょっとそこまで思いがいたれて

いなかったというところが、もう正直なところですので、おっしゃって

いただいたように、今、審議会のほうでご議論いただきまして、必要な

視点であるなというところでありましたら、この計画の中にひとつ盛り

込んでいくということもさせていただけたらなと思いますが、いかがで

しょうか。 

  

会長  素案の段階では出てこなかった。今日の審議会のほうでご指摘があっ

て、事務局としては、もう少し時間があったら入れておいてもよかった

かなというようなご意見でしたが。可能だと思いますので、皆さんの意

見を、逆にサポーターの意見か、または、いやいやそれは必要ないよと

いう意見か、どちらでも結構ですから、お一方、お二方おられるといい

んですが。各委員様、いかがですか。 

 

会長 委員、どうぞ。 

 

委員  今、先生からご指摘いただいて、私もはっとしたところが正直なとこ

ろです。今回、取組みを進めていくということで、先ほどもありました

が、景観スタイリストということで、今、それは教育ということが上が

ってくるし、従来、都市計画だとか都市空間で考えるときに、目標１１

の住み続けられるまちづくり、さらには、自然ですので、陸の豊かさを

守ろうということに大きく景観は関連しているなと思っていました。そ

れらを貫くように、この１７番のパートナーシップで、それをどのよう

に達成していくのかということでこの１７番の考え方が非常に重要だな

というふうに思ってございました。 

 従来、都市空間を考える場合、私も４、１１、１５、１７でいいな

と、全く違和感はなかったんですが、先ほどのお話を聞いております

と、景観はまさしく皆でつくっていき、それを使っていくということで

すので、「つくる責任つかう責任」というのは、本当に、あっというふ

うに思いまして、合致するなというふうには思いました。 
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 今後の検討だと思いますが、「つくる責任つかう責任」というのは、

まさしく、もしかしたら景観をみんなでつくっていく、まちをみんなで

使っていくということを考えますと、非常に重要な目標でありキーワー

ドなのかなというふうに思いました。 

 

会長  ありがとうございます。ということは、ただいまの委員の意見は、フ

ォローの意見として扱わせていただいたらいいわけですね。 

 

委員  すみません、これまで私も気づきませんで。 

書面のレイアウトを見ていますと、それぞれちょっと小さくしたら横

に入るのかなという…。 

 

会長  ありがとうございます。では、後の処理の仕方に関わりますけれど

も、１２番ですか、入れる方向で。 

 僕も、考えてみると、責任という点で、この景観違反、違反といいま

すか、是正措置を、命令を出した場合でも、実際には、それでも効果的

にいっているのが半分とか３割とか、そういうような実態、統計もあり

ますので、やはりつくる責任つかう責任というのを、この景観政策の中

でもちょっと厳しく行政が展開できるように、そういう１０年間を想定

しますと、入れておいてもいいのかなという気がいたしましたので、そ

のように扱わせていただきます。これは修正ということでございます。 

 ほかに、いかがでございましょうか。 

 どうぞ、委員。 

 

委員  修正のところで、この１０年間の百景の振り返りをしなくていいんで

すかという話をして、それに対応していただいたところが資料に載って

いるんですけれども。 

この間、事前説明のときに情報をいただいて、ちょうど今が答申であ

るならば、高木邸がなくなっているということは、検証の中でとても重

要なことなので、書いておく必要があるのではないかと。また、景観重

要建造物がこうやってなくなっていくということに対して、何かしなき

ゃいけないということは、今、書いておかないと、また１０年後になっ

たらいっぱいなくなりますので、書いておく必要があるんじゃないかな

というふうに思っています。 

 

会長  記述するというと、具体的にいうとどの辺が…。 

最初のほうでしたっけ。振り返りしたところで…。 

 

委員  資料のところで……。 
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会長  例えば。 

 

委員  計画編の１４ページから１６ページのところにも、そのことは、都市

景観形成建築物等の指定というところの言葉は、ここのところには、指

定しますというのは、もう何も出ていなくて。それで、資料編には、指

定されましたというのがあるんです。２０２０年にクスノキを指定しま

したというのがあるんですけれども、この計画の日付がこの後の時期に

なるのであれば、令和６年の何月になるのかちょっと分からないんです

けれども、それでしたら、もう既になくなっている高木邸については一

言書いておく必要があるのではないかということです。 

前に指定しました良本邸もなくなっていますので、今、建物はないん

ですよね、指定したものは何も。だから、こういうのはやはりちゃんと

書いて、１０年後と言わずに対応しないと、また指定してもなくなるの

で。 

 

会長  ありがとうございます。 

 今の２邸、なくなったものがあるというのは、書くとしたらどこでし

たか。 

 

事務局  今、委員がおっしゃっていただきましたのは、議案書のページで言い

ますと２２ページからの１０年間の景観の移り変わりのところで、めく

りまして２３ページの下のほうに百景の変化について記載をさせていた

だいておるんですけれども、この辺りに都市景観形成建築物について

も、指定したり、指定がされたものがなくなったりというようなこと

を、何か記載として触れていったほうがいいのではないかということ

で、ご意見をいただいたということでよろしいでしょうか。 

 

委員  私は、百景だけに限るつもりはなかったので、百景などと書いてある

ので、この景観計画で指定しているものについては、やはり検証して、

なくなりましたということは書く必要があるんじゃないかなと思ってい

ます。 

 

会長  特に、２２ページは（２）の計画策定後１０年間の景観の移り変わり

ということですので、ここに入るんでしょうね。 

 

事務局  そうですね。１０年間のというところで。 

 

会長  ですから、第１号がなくなったというのはちょっときついね。書いた
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らどうですか。分かってるんだから。 

 

委員  何かするんだったらしなきゃいけないと思いますけれども。そこの議

論はまだ何もできていないので。その議論を本当はしなきゃいけないと

思うんですけれども。 

 

事務局  今、まさにこれから所有者等にヒアリングなどをして調査を進めてい

こうというふうに考えておりまして、そのあたりの材料もいろいろ揃え

まして、市のほうとしての検証もした上で、また改めて審議会のほうに

はご報告をさせていただけたらと考えております。今、議論するにはま

だ材料が不足かなと思っておりまして…。 

 

会長  いや、だから、議論はこれからしましょうよ。とりあえず、振り返り

の事実として、こういうものをちゃんと意識してマスタープランの１０

年間の移り変わりの中では拾っていますよと。記述していますでいいん

じゃないですか、調査していますでいいんじゃないですか。 

 

事務局  すみません、２３ページのところに、守っていく大切な景観の状況と

いうところを書いているところがございまして、百景についてもここの

ところに書いておりますので、このところに指定建築物が解体されてい

るというところにつきまして、表記は今すぐ言葉が浮かばないので申し

訳ないんですけれども、考えさせていただいて、記載をさせていただこ

うと思います。 

それと、あと推進編の普遍的な取組、議案書１３４ページになるんで

すけれども、景観資源の保全というところがございまして、この中に都

市景観形成建築物等の指定なども活用しながら保全に努めますというと

ころがございます。こちらを強化するような表現で、今後、見直し等を

含めてやっていくというようなところを含ませるような内容を付け加え

させていただこうかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

会長  ちなみに、失われた第１号のやつは、制度上は何、どんな制度でし

た。 

 

事務局  都市景観形成建築物等ということで、都市景観条例の第２７条第１項

に基づく指定を行っているものでございます。 

 

会長  これを、この推進編では…。 

 

事務局  先ほど申しましたのは、議案書１３４ページの下のほうになるんです
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けれども、景観資源の保全という項目がございまして、その中で、２行

目のところなんですが、都市景観形成建築物等の指定ということで、制

度等を活用して保全に努めますという内容を、もともと記載させていた

だいているんですけれども、今回、解体される…。 

 

会長  それはいいんですけれども、この制度ね、都市景観条例に基づく制度

そのものが、失われたものを復活するような制度になっているの。なっ

てなかったら、ここに書いたって意味がない。制度の欠陥があるわけで

しょう。だから、委員が言うのは、制度の欠陥そのものを、今後検討し

なさいと、そういうことにつながっていくわけですよ。 

そうすると、ここに書いてある景観資源の保全って書いて、制度の活

用なんて言っても、できないんです。 

 

事務局  はい。 

 

会長  そういうこともここに書いていかないといけない。 

 

事務局  そうですね。なので、今回、所有者等にヒアリング等をしながら、今

の制度をもうちょっと有効に活用、保全に向けた活用ができるようなも

のとするために、検証を市としましても行っていく必要があると思いま

すので、その辺、有効活用ができるようなものにしていきますというよ

うなことをこちらで記載させていただいてはどうかなと思います。 

 

会長 どこに書くの。 

 

事務局 ちょっと補足させていただけますか。 

 

会長 はい、どうぞ。 

 

事務局 １３４ページの下の景観資源の保全というところの中の２行目で、今

現在は都市景観条例に基づく制度の活用という書き方であれば、当然、

なくなっているものをどう活用するのと、こういったご議論になるかと

思います。例えば、ここで、今後のお話になりますが、制度についての

検証及び活用、例えばそういうような文言をさせていただければという

のが、今、発言させていただいた趣旨でございます。 

 

会長 委員、いかがですか。 

 

委員 はい。そのようにしていただいて、これから検証するよということ。
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タイミング的にとても微妙なタイミングでなくなってしまって、もちろ

ん担当の方々もびっくりされたと思いますけれども。せっかくなので、

今の時期に制度の活用をして保全ができるように、変更することを検討

するというところまで書いていただければありがたい。 

 

会長 ありがとうございました。２点ですね。ほかに、いかがでございまし

ょうか。 

委員、どうぞ。 

 

委員 ２点ございまして、１つは、景観スタイリストのところなんですけれ

ども、ステップアッププログラムに参加した人を指標値としています

が、人数だけではなくて、その具体的な活動とか、どういうふうなこと

に関わっていって景観スタイリストとしての意識の向上が図られている

か、ちょっと質の面といった２面を、何かしら具体的に分かるような評

価指標みたいなものがあるべきではないかみたいな議論があったと思う

んですけれども。一つは指標値としてのプログラムに参加している人数

というのと、景観スタイリストと呼んでいる人たちという、広い範囲を

指して呼ぼうということだったと思うんですけれども、そのあたりの関

係づけがもう少しはっきり分かったほうが読みやすいかなというのは感

想として思いました。 

 それと、参加意欲を高めるような何か工夫ができないか。このステッ

プアッププログラムというのをこれから充実して実施していかれると思

うので、そこに参加された方に、そのプログラムに参加したことがご本

人も自覚して分かるような、そんなものを、カードみたいなものでもい

いかもしれませんけれども、具体的な工夫を付け加えられたらいかがか

なというふうに思いました。 

 ２点目ですけれども、議案書の１３８ページですが、豊中市の景観が

よくなったと感じる割合というのを指標値に加えるということで、加え

られているんですけれども、これは対象が景観に関する催し等における

参加者の意識調査ということになっておりますが、これでもいいのかも

しれませんけれども、本当に知りたいのは、必ずしも参加はしてないん

だけれども、一般の市民の方がどのように感じておられるかというのは

知りたいところでもあると思うんで、意識調査のところにも例えば入れ

てみるとか、そういうことは難しいんでしょうか。 

 以上、２点であります。 

 

事務局 ありがとうございます。 

１点目の評価指標のうち、参加意欲を高めるステップアッププログラ

ムというところのお話しで、参加意欲を高める工夫ということでいただ
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いています。 

 今後、イベント等を行う中において、参加をしていただいたことを証

するようなものというのも一つ、ご意見いただいていますように、考え

ていくところかなというふうには考えております。 

 もう一つ、１３８ページの市民意識調査に、豊中市の景観がよくなっ

た意識について付け加えということになりますが、こちらのほうは２年

に１回の総合計画の中で行っております市民意識調査でございます。こ

の中で、ここを見直しするということに当たっては、統計的に把握する

ため同じ質問を続けているところから、質問を追加するということがで

きるかどうかというのは、担当課のほうと調整が必要と考えておりま

す。なので、今回、それとは別に豊中市の景観がよくなったと感じる割

合というのをお聞きしようと考えております。 

 あと、アンケートの取り方につきましても、イベントだけに限らず、

例えばほかのまちづくり関係であったり、緑化関係、いろいろイベント

をやっておりますので、その中でいろいろ取っていく方法はあるのかな

というふうには考えているところでございます。 

 

委員 ありがとうございました。 

あと、もう一点申し上げました、景観スタイリストとステップアップ

プログラムというものの関連づけといいますか、指標として使いますの

で、その指標として使うということの位置づけといいますか、関係づけ

といいますか、そういったものに関してはいかがでしょうか。 

 

会長 １番目のやつね。最初の。ステップアッププログラムの、いわゆる何

か指標みたいなものはないのかと。それぞれの段階で評価できるよう

な。単に精神的に書いてある段階、精神的に書いてあるにすぎないので

はないかというご指摘なんですけれども。なかなか難しいですね。 

 

事務局 そうですね。 

 

会長 逆に、委員なんかは、もう少し、ステップアッププログラムの３段階

の評価の仕方みたいなもの、あるいはアクションの仕方、そういうイベ

ントの在り方みたいなもの、具体的にご指摘いただくとありがたいんだ

けれども。 

 

委員 一つの方法としては、これを公表されて、それぞれのイベントごとに

一応ラベルをつけていくとか、そういうことをやってあげると、そこに

参加しようとする方が、そういう意識を持って参加するという意識づけ

の一助にはなるのかなとか思ったりもしますし、何かしら参加したサイ
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ンなりをつけていくということをもしされるのであれば、それがどうい

う位置づけのプログラムになっているのか分かるようにしてあげるとい

うのも一つの方法かなと思います。 

それで、もう一つ、具体的に景観スタイリストという人となるステッ

プとして今のプログラムの参加ということがあると思うんですけれど

も。そのあたりの、まずはそこに参加していただくことで景観スタイリ

ストという概念の中に入って、ステップアップしていただきたいという

ふうな期待をしていますというメッセージ性もやはりあったほうがいい

のかなとか思ったりします。そうすることでこのプログラムに参加する

方もより意識的に参加していただけるんじゃないかなという気もいたし

ます。 

 

会長 ありがとうございました。 

 

委員 思いつきですが、以上です。 

 

会長 この書き方は、人の意識の問題を扱ってますので、人の意識の発展段

階を３つに分けて、マズローの５段階説みたいなもので、人の意識を書

いているんです。それを政策的に、例えば１０人の人間に来ていただい

て、それぞれ３つの段階の、どこのレベルの人かというのは、もう大変

な作業です、そんなのをするのは。だけれども、それをやれとおっしゃ

っていられる。 

 

委員 いえいえ。 

 

会長 なので、ラベリングとか、あるいは１級、２級、３級とか、そういう

今、世の中にはいろいろな外部から見える等級づけ、パフォーマンスの

等級づけをする仕組みがあります。そういうものをするかしないかの問

題なんです。これは精神を書いてあるわけで、人の意識が、自分で自己

評価しなさいと、そう言うているにすぎないようなところがあるわけで

すけれども。それに対する、ちょっと不満を委員はご指摘されたんでは

ないかなと思いますが。 

どうぞ、事務局。 

 

事務局 ご意見ありがとうございます。大変、参考にさせていただきたいなと

思っております。 

まずは、こういう３段階のプログラムを作ってますよというところを

見せながら、この今回やっているプログラムは、今、ここの段階のもの

をやってますといった、例えばホップであれば、ホップ・ステップ・ジ
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ャンプとある中の、今回やっているイベントはホップです、ここの目標

は景観を知ってもらったり好感を持ってもらったりということをしてい

ただけるような人を育成するためのプログラムなんですよというような

形で、プログラム全体も見せながら、実際にやるイベントがどの位置に

あるものですよということも見せていくということも一つかなと思って

おります。 

 

会長 ですから、簡単に言うと、この３段階はイベントのラベリングです。

景観スタイリストのラベリングではないんです。そこら辺をはっきりさ

せて、委員のほうも実は景観スタイリストのラベリングを、ステップア

ップを、この３つのレベルのどこかというのを上に、要するに最後の目

標値がジャンプですから、さらにその先か、意識の持続、そこに行くよ

うな、外から見えるような何かを書けと。なかなか大変なことをおっし

ゃった。ごめんなさい、勝手に私が誘導しちゃいましたが、委員、どう

ですか。 

 

委員 ありがとうございます。先生がおっしゃるようにするには、なかなか

大変だというのはよく理解しております。 

先ほどおっしゃったように、まずはプログラムの、位置づけみたいな

ものは見えてもいいかなと私は思います。あと、確かに各個人個人の景

観スタイリストであろうとする方のそれぞれの意識の中でステップアッ

プが図られていけば基本的にはよいと。それを客観指標で評価するよう

な性格のものでもないと思いますので、それはそれでいいのかなと思い

ますので、まずはプログラムのほうを、こういう全体の施策の中のこの

位置にあるプログラムとしてやりますよみたいなことぐらいは、試しに

やってみたらどうなんだろうというふうに思っております。 

 

会長 ありがとうございました。 

ということで、少し納めていきたいと思います。これをどう、修正す

るのか。 

 

事務局 今後の運用の中で、先ほど申しましたような形で、全体像を見せなが

ら、今このプログラムはどこの位置ですよというところを周知の段階で

お示しして…。 

 

会長 はい。イメージは出ました。要するに、計画編の意見集のところに書

いたらいいわけですね。ありがとうございました。 

 

事務局 参考にさせていただきます。ありがとうございます。 
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会長 ほかにいかがでございますか。そろそろお時間となってまいりまし

た。 

 いろいろご意見がありましたが、委員いかがですか。せっかくここま

で来たので。 

 

委員 先ほどお話ありましたけれども、保全というのは本当に難しいと思い

ます。これ、現実的に考えていきますと相続の問題とか複雑な問題が上

がってきますので。 

 理論的には保全、私もこれはもう大切なものやとは思っておりますけ

れども。ただ、現実を照らし合わせていきますと、私もやはり相続を経

験しているものですから、それをやはりどういうふうに豊中市さんが対

応なさるのか。 

これは個人の権利ですし、所有権の問題もございますし、一等地の場

所でそれだけのものを遊ばす、すいません、経営者ですのですぐお金の

話になってしまいますけれども、ただ現実的にはやはり収益というのを

どうしても我々経営者は考えますので、そこらは本当に難しい問題だと

思っております。ただ、どういうふうなフォローの仕方をなさるのかと

いうのは今後の課題かと思います。すみません、要らんことを言うたか

も分かりませんけれども。 

 

会長 大体、景観法ができるのが非常に遅かったわけです。理由がそこなん

ですよ。保全だけでは駄目で、保存だけでは駄目で、保存するための活

用をせんといかん。活用して、お金を稼いでというのが、文化財でも一

級のものがそういう時代になってきましたから。新しい時代になってき

たと思いますが。少なくとも、この場は景観法の枠組みの中で展開して

いく理論、審議会でございますので。そこで落ち着くところも大体限ら

れてくると。 

 ありがとうございました。ご意見をいただいたということで。 

 ほかにいかがでございますか。 

 委員、どうですか。 

 

委員 この間は出席できずに申し訳ありませんでした。 

かなりいろいろな議論がされたようで、これを読ませていただくと、

やはり景観の、一人一人の市民の技術を高くするというやり方ではなく

て、先ほどから議論があるように、裾野を広げたら、その三角形のトッ

プのところが一番、もっと高く上がっていくんじゃないかという、そう

いうやり方に聞こえるので、それはすごくいいやり方なんじゃないか

な。それを、先ほどのお話にあったように、その部分にあったところの
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イベントだったりとか教育だったりとか、そういったところをうまくで

きていたり、先ほど先生のお話にあったように。そうしたらもっとすご

く、どこにもないいいやり方ができるんじゃないかなというふうにお聞

きしてました。褒め過ぎですか。すいません。 

 

会長 ありがとうございました。オンラインでご参加の方、もう質問ではな

くてご意見でもいいです。感想でも結構でございますが。ご発言ありま

せんか。 

 委員、どうぞ。 

 

委員 私も皆さんと同じく、さっきの景観資源をどう保全していくかという

ところが大きな課題かなというふうに思っておりまして、これを保全し

ていく方法というのはすぐには見つからないかも分かりませんが、まず

市民の意識づけを高めていって、その物件というか、景観審議会がやは

り注目される存在であるというふうに持っていかないと、なかなか市民

が無関心な状態では、さっきもありましたようにいつの間にかなくなっ

てしまっているというようなことがずっと起こり得るのかなというふう

に思います。 

 どうしたらいいのかというところなんですが、やはりまず市民の意識

づけ、これをやりながら、行政だけでは多分難しいところがあると思い

ますので、地域のいろいろな団体とか、あとは民間としては、例えば不

動産業界とタイアップして、その資源がどうなっているのか、誰が所有

者で、そこに人が住んでいるのか住んでいないのか、そういったところ

を調査する枠組みを考える必要があるのかなというふうに思います。 

 それと、もう一つは、市役所の中の組織がどうなっているのか分から

ないですが、これはちょっと都市計画の部門だけでなかなかやっていく

のは難しいのかなというふうに素人考えで思っていまして、市役所の中

でも、ちょっとでも関連しそうなところと協同して、やはりこういった

ところの保全は考えていく必要があるのかなというふうに思います。 

 

会長 ありがとうございました。事務局、都市計画的なサイドだけでは駄目

だというのに対しては、そうだそうだということなんですか。 

 

事務局 保全のところについては、例えば文化財なんかですと、本市では教育

委員会が携わっておりますし、産業振興であるとか、まちづくりとか、

魅力発信とか、いろいろな部署に分かれて業務を行っておりますので、

これからはそういった多面的な方向からの取り組みが必要かなというこ

とで感じております。ありがとうございます。 
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会長 今回の件だけで言いますと、私の個人的な印象ですと、要するに指定

のしっ放しで終わりという、またそこら辺の行政の無責任さ、条例の無

責任さだろうと思うんです。 

 いわゆる保全政策は、国だったら文化財保護法がありますし、通損補

償という制度もちゃんとある。通常損する補償ですね、そういう制度も

ありますし、地方自治体でいくと固定資産税の減免とか、いろいろな通

損補償があるわけです。だから、社会のため、社会の宝だということで

あれば、それに相応した制度があるわけです。個人が損害を被るだけで

はなくて。今回は、豊中市の宝だったわけです。それを補償する制度が

欠けて、検証しただけで終わったという、制度の問題があったわけです

から、そういうものも、個人の権利と社会の権利、地域の権利、そうい

ったものをうまく抱き合わせる制度をぜひ考えないと、条例がざるにな

りますよという印象でした。すいません。 

 ほかにご意見、皆さんありませんか。 

 

会長 よければ、今まで３点ぐらいの修正意見がありましたか。それと、コ

メントとして、多分、これは意見集のほうに載せるということになるん

でしょうけれども、何点かありました。そういう条件付で、皆様方に諮

問された都市景観形成マスタープランの変更、これにつきまして、本案

について異議はないという報告をさせていただいてよろしいでしょう

か。それに対して異議のある方は挙手をいただけますか。 

 

会長 異議なしの方、挙手いただけますか、逆に。 

 

会長 異議なしで。ありがとうございます。 

 異議のある方、いいんですか、保留のある方。全員異議なしというこ

とで答申させていただきます。ただ、原案の修正を幾つかさせていただ

きますが、その手続については、どうぞ。 

 

事務局 そうしましたら、修正点について事務局から少し確認をさせていただ

いてもよろしいでしょうか。 

 

会長 お願いします。 

 

事務局 まず、計画編のほうですけれども、議案書２３ページあたりからのと

ころ、１０年間の移り変わりの記載のところに、今回、髙木邸が解体さ

れたというところの、都市景観形成建築物が失われたというところの件

について追記をするというところが１点。 

 それから、２点目としまして、推進編のほうになりまして、議案書ペ
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ージ１２２ページの、ＳＤＧｓの目標を今４つ掲げてございますけれど

も、それに１つ、目標１２を追加するという修正が１点。 

 それから、３点目としまして、同じく推進編で、１３４ページ、最後

の項目の景観資源の保全のところに、制度を活用して保全に努めますと

いう表現になっておりますところを、制度を検証、活用してというよう

な形の表現に改めるという修正が１点。 

 以上３点と理解しているんですけれども、よろしかったでしょうか。 

 

会長 各委員、発言していただいた、提案していただいた方、いや、私のが

入っていないよというのがもしございましたら。 

 

会長 よろしゅうございますか。 

 

事務局 そうしましたら、修正案については、具体的な文面につきましては、

事務局でこの後、整理をさせていただきまして、その内容については会

長一任とさせていただくということで大丈夫でしょうか。 

 

会長 というようなことですので、私のほうで、最後、責任を持って見ます

ので、よろしゅうございますか。 

 

会長 ありがとうございます。 

 

事務局 ありがとうございます。 

会長にご確認いただいた後、委員の皆様にはご報告を事務局のほうか

らさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

会長 それと、今日出た意見に関しましての取り扱いはどうなるんですか。 

 

事務局 本日、景観スタイリストのプログラムとか、保全について、様々なご

意見をいただきましてありがとうございました。そちらにつきまして

は、マスタープランの資料編のところになるんですけれども、ページで

言いますと、議案書９４ページになります。第１回の意見集の後に、本

日の審議会での主な意見集というのを掲載しようと考えておりまして、

そちらのほうに同じように主な意見と対応方針という形でまとめさせて

いただきまして、こちらも同じように会長にご確認をいただいて記載を

させていただきたいと思います。 

 

会長 何点ぐらいありましたっけ。追加は大体。後で整理しないと分からん

か。 
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事務局 先ほど、ＳＤＧｓの本質をどう展開するのかという会長からのご意見

もございましたし、あと、景観スタイリストということでイベントのラ

ベリングであったり、参加意欲を高める方策の話であったり、アンケー

トの取り方を工夫するというようなお話も、景観イベントに限らずとい

うことで景観への意識を測る方法というところのご意見もいただいたか

と思います。 

あと、景観の保全について、制度の在り方も含めて検証が必要という

ご意見をいただいたと思っております。 

 

会長 大体そんなところですか。４点か５点ぐらいですか。 

 

事務局 はい。 

 

会長 その辺はちょっと、確認が最終的に正確にできませんでしたけれど

も、会長のほうで、漏れなく載せておくようなつもりでいきますので、

お任せいただきたいと思います。 

よろしゅうございますか。これで今日のお仕事はすべからく終了した

かに思いますが。皆様方、活発な議論をありがとうございました。これ

で原案について妥当である旨を答申することにいたします。 

それでは、事務局のほうに。 

 

事務局 本日は長時間にわたりご審議いただきましてありがとうございまし

た。 

 いただきましたご意見や修正については、先ほどご説明させていただ

きましたとおり、会長にご確認いただきました後、ご報告させていただ

きたいと思います。 

 今後の予定でございますけれども、２月末に計画を確定、それから公

表し、令和６年４月１日から運用してまいりたいと考えておりますので

よろしくお願いいたします。 

事務局からは以上です。 

 

会長 それでは、これをもちまして本日の審議会を閉会したいと思います。

オンラインの参加の方及び対面でご出席いただいた方、どうもありがと

うございました。 

    

 

 


